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１ これまでの健康づくりの取組 

 

 

 「生涯を通じて、健康でいきいきと過ごす」ことは、全ての県民にとっての願いであり、目指すべき

姿です。 

 

国においては、健康増進に係る取組として、「国民健康づくり対策」が昭和 53 年から数次にわた

って展開されてきました。また、平成 15 年５月には、健康増進法が施行され、

国民の健康づくりを積極的に推進するための法的基盤が整備されました。 

 

愛知県においても、昭和 53 年から「自分の健康は自分で守る」をスローガ

ンに、従来からの「病気の予防」にとどまらず、「より健康に」という積極的な健

康づくりに取組んできました。平成 10 年６月には「あいち健康づくりプラン ～

すべての県民に健康を～」を策定し、さらに、その基本的考え方に基づいた

行動計画として平成 13 年３月に「健康日本２１あいち計画」（以下、「第１次計

画」とする。）を策定し、「あいち健康の森健康科学総合センター（通称：あいち

健康プラザ）」を拠点に、県民や行政・関係機関・関係団体等が連携を図り、

健康づくりを推進してきました。 

 

また、平成 18 年３月には、来るべき超高齢社会に向けて、「健康長寿あい

ち宣言」を発表し、県民が「長生きしてよかったと思えるあいちづくり」を目指し、

県民の健康づくりが一層図られるよう、県民の健やかな成長といきいきとした

健康長寿の実現に向けた取組を進めてきたところです。 

 

平成 24 年７月に、国は第４次国民健康づくり対策として、新たな健康課題や社会背景を踏まえた

基本的な方向を打ち出すため、「健康日本２１（第２次）」を発表するとともに、都道府県別の健康寿

命が公表され、愛知県は男性 1 位、女性３位との高い結果となりました。本県においても、国の考え

方を取り入れ、健康寿命をさらに延伸させるため、「健康長寿あいちの実現」を目指し、新たな健康

づくりの取組を推進していきます。（表１） 
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表１ 愛知県のこれまでの健康づくりの取組 

 
 

 

国

計　　　　画　　　　等 主　　な　　取　　組 計　　　　画　　　　等

昭和53年 ○「自分の健康は自分で守る」をスローガンに ・「健康づくりを目指す県民のつどい」の開催 ○第１次国民健康づくり対策（昭和53年～62年）

　　積極的な健康づくりの推進 ・「県民健康講座」の開催

昭和54年 ・「愛知県健康づくり推進協議会」を設置 ・「健康づくり指導者養成セミナー」の開始

昭和55年 ・「愛知県健康づくり推進会議」に改称 ・「健康づくり県民大会」の開催

昭和59年 ・「健康フェスティバル」の開催

昭和60年 ・「（財）愛知県対ガン協会健康増進部」を設置 ・「愛知県健康づくり食生活改善協議会」を設置

○県民いきいき健康づくり事業

昭和61年 ・「（財）愛知県健康づくり振興事業団」を設置 ・「健康づくりリーダー」の養成開始

昭和62年 ・「健康づくりリーダーバンク」を設置

昭和63年 ○第２次国民健康づくり対策（昭和63年～平成11年）

　　（アクティブ80ヘルスプラン）
平成元年 ・「健康づくりの県民つどい」の開催

平成 8年
・「生活習慣予防・改善のための健康づくり

　指導マニュアル」の作成

平成 9年 ・「あいち健康の森健康科学総合センター」の運営開始（11月）

平成10年 ○「あいち健康づくりプラン」の策定（6月）

・「あいち健康の森健康科学総合センター」全面オープン（6月）

平成11年 ・「愛知県生活習慣病対策協議会」の設置 ・「外食栄養成分表示店指定制度」の開始

平成12年 ○第３次国民健康づくり対策（平成12年～24年）

　　（21世紀における国民健康づくり運動「健康日本21」）

平成13年 ○「健康日本２１あいち計画」の策定（3月）
・県民健康の日（毎月第3月曜日）の制定

・「あいち計画フォーラム」の開催

・健康関連イベントの開催
　（あいち県民健康祭、県民健康の日イベント）

平成14年 ・「がん登録事業」の開始

平成15年 ○健康増進法の施行（5月）

平成18年 ○「健康長寿あいち宣言」の発表（3月）
・「糖尿病対策マニュアル」の作成
・「受動喫煙防止認定制度」の開始

・「県民トータルケア事業」の開始

○「健康日本２１あいち計画」中間評価・改定（3月）

平成19年 ・メタボリックシンドローム対策事業の実施

平成20年 ○「健康日本２１あいち計画」追補版の策定（3月）

・「あいち介護予防支援センター」を設置
　（あいち健康の森健康科学総合センター内）

平成24年 ○「健康日本２１あいち計画」最終評価結果の公表（3月）

・「愛知県健康づくり推進協議会」に改称

平成25年 ○「健康日本２１あいち新計画」を策定（3月） ○第４次国民健康づくり対策（平成25年～34年）
　　（21世紀における国民健康づくり運動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「健康日本21（第2次）」）

愛　　　　　知　　　　　県

○”すべての県民に健康”を目指して健やかで活力ある長寿社会

の実現
・生活習慣の改善と生活習慣病の予防のための目標設定

・健やか親子の目標設定

○”長生きしてよかったと思える”あいちづくりの推進

・子どもからおとしよりまで全世代にわたる健康の実現
・こころ通いあい、活かしあう活力ある地域社会の実現

・県民の健康づくりを支える産業の育成支援

○メタボリックシンドロームや特定健診・特定保健指導など

の目標や施策の追加

○健康づくりの基本的な考え方（三本柱）を定めた。

①生涯を通じた健康づくりの推進

②生活習慣の見直し

③みんなで支える健康づくりの推進

１．生涯を通じる健康づくりの推進

〔成人病予防のための１次予防の推進〕
２．健康づくりの３要素（栄養、運動、休養）の健康増進事業の

推進（栄養に重点）

１．生涯を通じる健康づくりの推進

２．健康づくりの３要素（栄養、運動、休養）の健康増進事業
の推進（遅れていた運動習慣に重点）

１．生涯を通じる健康づくりの推進

〔１次予防の重視と健康寿命の延伸、生活の質の向上〕
２．国民の保健医療水準の指標となる具体的目標の設定

及び評価に基づく健康増進事業の推進

３．個人の健康づくりを支援する社会環境づくり

・「健やかに老いる」ための自発的な健康づくりの浸透を目指す

・民間の創意と工夫を生かした総合的な健康づくりの支援
・職域へのアプローチ ・マスメディアを用いた情報提供

・県民総ぐるみの幅広い健康活動の展開

健康づくりの法的基盤の整備

「特定健診・特定保健指導」として全国展開

学童期を始め大学生、高齢者など全世代に

わたるメタボリック対策事業を展開

・主婦の健康づくり運動

「より健康に」の意義の

育成
・日常生活の実践行動

を促す

○健康寿命の延伸、健康格差の縮小 ○生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

○社会生活を営むために必要な機能の維持向上

○健康を支え守るための環境整備 ○生活習慣及び社会環境の改善
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２ 「健康日本２１あいち新計画」の方向性 

本計画は、平成13年度から平成24年度まで進めてきた「第１次計画」の結果（P５参照）を踏ま

え、平成 25 年度から平成 34 年度までの新たな健康づくり計画として策定しました。 

本計画の策定に当たっては、愛知県の高い健康寿命をさらに延伸させるため、「愛知県健康づ

くり推進協議会」及び、協議会の下に設けられた「新しい健康づくりプラン策定部会」において、第

１次計画の最終評価で検討された課題等に重点を置きつつ、国の「健康日本２１（第２次）」の理

念を取り入れて、今後の健康づくりが目指すべき姿や基本的方向についての検討を行い、その

内容を以下に表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１次計画で悪化した項目について重点的に対策を行う。 

・運動不足（歩数の減少） ・野菜の摂取不足      ・肥満の増加（成人男性） 

・糖尿病の増加      ・こころの健康 等 

ポイント① 

国の「健康日本２１（第２次）」を踏まえ、健康寿命の延伸、健康格差の縮小、社会環境の整備、

地域のつながりの強化の他、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）などの新たな視点を盛り込む。また、第

1次計画の 1分野であった「健やか親子（親と子が健やかに暮らせる社会づくり）」については、

引き続きその理念を取込み、新計画で設定する各分野の中にそれぞれ目標を設定し、推進を図る。 

ポイント② 

基本目標と基本方針（４つの柱）に延べ 88 の目標項目を設定し、さらに重点目標を定めて強力に推

し進める。 

○基本目標：健康長寿あいちの実現（健康寿命の延伸・健康格差の縮小） （１項目） 

○基本方針（４つの柱） 

（１） 生涯を通じた健康づくり 

乳幼児期・学齢期・成人期・高齢期            （１項目） 

（２） 疾病の発症予防及び重症化予防 

がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ、歯科疾患    （29項目（再掲４含む）） 

※精神疾患（うつ病等の気分障害） 

（３） 生活習慣の見直し 

栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、 

喫煙、飲酒、歯・口腔の健康               （52項目） 

（４） 社会で支える健康づくり 

地域での助け合いなど                  （５項目） 

ポイント③ 

第１次計画の経験から、目標を「健康・行動目標（「重点目標」、「健康・行動目標」）」、「環境目

標」に分け、数値目標の設定のみでなく、これを達成するための行動計画を盛り込んだ。 

「あいち健康の森健康科学総合センター（通称：あいち健康プラザ）」を健康づくりの拠点とし

て、行政・関係機関・関係団体等の関係者が役割を分担し、連携を強化しつつ、新たなスタート

を切る。 

ポイント④ 
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健康寿命の延伸と生活の質（QOL）の向上を目指して 
－ 健康づくりと生活習慣病予防対策の推進 － 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適切な 

生活習慣 

疾患の 

予備群 
生活習慣病 重症化 

健康 疾患の 

リスク保有 

生活 

習慣病 

要 

介 

護 

啓発・動機づけ 

•運動 

•適切な食生活 

•適正体重の維持 

セルフケア 

•歩行数、歩行時間 

•食事記録 

•体重測定・記録 

健診・検診 

•特定健診、特定
保健指導 

•がん検診 

•受療率 

結果目標 

•平均寿命 

•健康寿命 

•要介護認定率 

•介護開始年齢 

•介護費 

•医療費 

○運動不足 

（歩数不足） 

○不適切な食生活 

 ・野菜の摂取不足 

 ・塩分の過剰摂取 

 ・食べ過ぎ 

 ・欠食 

○喫煙・過剰飲酒 

○休養 等 

○肥満 

（BMI・腹囲） 
○高血圧 
○脂質異常 

○高血糖 
○高尿酸血症 
○歯肉炎 等 

○がん 

○心疾患 

○脳血管疾患 

○糖尿病 

○骨粗しょう症 

○歯周炎 等 

○進行がん 

○心不全 
○腎不全 

（人工透析） 

○失明 
○寝たきり 

（骨折・脳卒中など） 

○歯の喪失 等 

生

活

習

慣

病

の

原

因

と

自

然

歴 

H25年 

対策と評価 

健康 疾患の 

リスク保有 

生活 

習慣病 

要 

介 

護 

H34年（目標） 

健  康  寿  命 

健  康  寿  命 
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【「第１次計画」最終評価の概要】 

「第１次計画」（計画期間：平成 13～24 年度）の目標達成状況を評価するために、「愛知県生活習慣病対

策協議会」（現：愛知県健康づくり推進協議会）、「健康日本２１あいち計画評価推進部会」を開催し、最終

評価を行いました（平成 24 年３月公表）。 

目標の達成状況については、「Ａ（達成・概ね達成）」と「Ｂ（改善・やや改善）」を合わせると、全体の

55.5％で一定の成果がある一方、「D（悪化）」した指標が 21.4％ありました。 

特に改善が顕著であった分野は、「健やか親子」、次いで「歯の健康」、「身体活動・運動」、「たばこ」の４

分野でしたが、「休養・こころの健康づくり」、「アルコール」の２分野では悪化が目立ちました。（表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判  定 

区  分 

指標数 

＜割合＞ 

分 野 別 の 判 定 結 果 

栄
養
・ 

食
生
活 

身
体
活
動
・ 

運
動 

休
養
・ 

こ
こ
ろ
の
健

康
づ
く
り 

た
ば
こ 

ア
ル
コ
ー
ル 

歯
の
健
康 

糖
尿
病 

循
環
器
疾
患 

が 

ん 

健
や
か
親
子 

Ａ 

(達成・概ね達成) 

38 指標 

＜22.0％＞ 
３ ３ ０ ４ ０ ４ ３ ７ １ 14 

Ｂ 

Ｂ＋ 

（改善） 

32 指標 

＜18.5％＞ 
５ ６ １ ５ １ ４ ４ ８ ５ ９ 

Ｂ－ 

（やや改善） 

26 指標 

＜15.0％＞ 
１ ４ ２ 10 ０ ４ １ 10 10 ７ 

Ｃ 

(変わらない) 

25 指標 

＜14.4％＞ 
５ １ ２ ７ ２ １ ３ ８ 12 ２ 

Ｄ (悪化) 
37 指標 

＜21.4％＞ 
８ ３ ７ １ ３ ２ ７ 10 10 ２ 

Ｅ （判定不能） 
15 指標 

＜ 8.7％＞ 
３ ０ ０ ０ １ ０ ７ ３ ０ １ 

合 計 
173 指標 

＜100％＞ 
25 17 12 27 ７ 15 25 46 38 35 

Ａ＋Ｂ（達成＋改善）率 36.0% 76.5% 25.0% 70.4% 14.3% 80.0% 32.0% 54.3% 42.1% 85.7% 

Ｄ（悪化）率 32.0% 17.6% 58.3% 3.7% 42.9% 13.3% 28.0% 21.7% 26.3% 5.7% 

＊表中の網掛けは、「改善」が顕著であった４分野と「悪化」が目立った２分野を強調。 

＊分野別の判定結果の指標数は、分野別に共通する数（再掲分）を含む。（再掲 74 指標） 表１ 第１次計画の目標達成状況 

＜判定区分の判定基準＞ 

「Ａ（達成・概ね達成）」：目標達成、または達成率 90％以上、「Ｂ＋（改善）」：達成率 50％以上 90％未満、 

「Ｂ－（やや改善）」：達成率 10％以上 50％未満、「Ｃ（変わらない）」：達成率－10％以上 10％未満、 

「Ｄ（悪化）」：達成率－10％未満、「E（判定不能）」：基準の変更により判定ができない 

○朝食を欠食する人の割合（30 歳代男性）   ○健康づくりリーダーの養成数 
○１人平均むし歯数（12 歳）  ○脳血管疾患 年齢調整死亡率 総数（人口 10 万対） Ａ（達成・概ね達成） 

主な項目の達成状況 

○肥満者の割合（40～60 歳代女性） ○喫煙率（20 歳代男性） 

○メタボリックシンドロームの概念を知っている人の割合 

○県内の自殺者数   ○子宮がん検診受診率   ○乳がん検診受診率 Ｃ（変わらない） 

○肥満者の割合（20～60 歳代男性）    ○1 日当たりの野菜摂取量(g) 
○１日の歩数（男性・女性）          ○喫煙率（20 歳代女性）  
○多量に飲酒する人の割合（男性・女性） 

Ｄ（悪化） 

○メタボリックシンドローム予備群・該当者の減少 

Ｂ＋（改善） 

Ｂ－（やや改善） 

Ｅ（判定不能） 
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３ 「健康日本２１あいち新計画」の性格、期間 

 

本計画は、県民の健康づくりを総合的に推進するため、健康増進法第８条第１項の規定による健

康増進計画に位置づけ、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（厚

生労働省告示第四百三十号）」を踏まえ策定しています。 

 
本計画の推進期間は、平成 25 年度を初年度とし平成 34 年度までの 10 年間とします。 

なお、策定にあたっては、県民の健康状態や生活習慣の差の把握に努め、地域の健康課題を明

確にし、10 年後の目指すべき姿について目標を設定しています。 

本計画の中間年度（平成 29 年度）に、中間評価を行い、必要に応じ内容の見直しを行います。 

また、最終年度である平成 34 年度には最終評価を行います。 

毎年、「愛知県健康づくり推進協議会」を開催し、計画の進捗管理や推進方策の検討を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、愛知県の健康と福祉の総合計画であ

る「あいち健康福祉ビジョン」や「愛知県地域保

健医療計画」、「愛知県医療費適正化計画」、

「愛知県高齢者健康福祉計画」と調和を図りま

した。 

また、健康づくりの個別計画である「愛知県

がん対策推進計画」や「愛知県歯科口腔保健

基本計画」についても整合性を図りながら、策

定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現状 

実態把握 

②将来予測 

目標項目の作成 

③解決 

取組・役割の明示 

④推進評価 

実践・評価 

- 平成25年度 - 

計画推進 

初年度 

- 平成29年度 - 

 中間評価 

   見直し 

- 平成34年度 - 

最終評価 

計画推進 

進捗管理 

計画推進 

進捗管理 


